
令和6年能登半島地震における
自治体派遣（保健師等応援派遣）活動
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3. 白山市での支援活動
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協定締結までの経緯

年月 動き 静岡県の関わり

平成24年1月 JDA-DAT発足 DATリーダー研修への派遣
（H29~）

平成25年5月 静岡県が静岡県栄養士会を「指定
地方公共機関」として指定

栄養士会提出「静岡県地域防災
計画に関する支援計画」を受理

平成25年10月 静栄DAT発足

平成25年10月 静栄DAT運営委員会発足 県健康増進課担当出席

令和3年7月3日 熱海土石流災害

令和4年7月22日 厚労省通知「大規模災害時の保健
医療福祉活動に係る体制の整備に
ついて」において「保健医療活動チー
ム」のひとつとして「日本栄養士会災
害支援チーム（JDA-DAT)）が追
加

令和5年3月28日 静岡県と静岡県栄養士会との災害時支援協定 締結

１．災害発生前の体制

(1) 静栄DATの組織化

(2) 日本栄養士会との連携

(3) 近隣県での協力体制の構築

(4) 県関係部署との連携

(5) 物資援助の協力

(6) 県民への非常食準備の意識付けの強化

２．発災後の対応

(1) 静栄DATの招集

(2) 静岡県災害対策本部との連携

３．復旧・復興期の行動計画

(1) 炊き出し支援

(2) 援助物資の仕分け支援

(3) 特殊食品のピンポイント支援

(4) 避難所等での栄養食事指導支援
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「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」の改正
（令和4年7月22日付 厚生労働省１課5局長連名通知→各都道府県知事）

○ 各都道府県における大規模災害時の保健医療福祉活動に係る
体制の整備に当たっての留意事項を示した技術的助言

○ 災害時に保健医療福祉活動の総合調整を行うための本部（保
健医療福祉調整本部）を設置し、同本部が保健医療活動チーム
の派遣調整、情報連携等の保健医療福祉活動の総合調整を行
うことを記載。

今回の改正では、保健医療活動チームに従来の「管理栄養士
チーム」に加え、「日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）」
を追記

保健医療活動チームとして記載されているチーム

災害派遣医療チーム（DMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）、日本赤十字社の救護班、独立行政法
人国立病院機構の医療班、全日本医療支援班（AMAT）、日本災害歯科支援チーム（JDAT）、薬剤師チーム、
看護師チーム（被災都道府県以外の都道府県、市町村、日本看護協会等の関係団体や医療機関から派遣された
看護職員を含む）、保健師チーム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）災害派遣精
神医療チーム（DPAT）、日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT）、その他の災害対策に係る保健医療活動を
行うチーム（被災都道府県以外の都道府県から派遣されたチームを含む。）
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協定締結式

静岡県と公益社団法人静岡県栄養士会が「災害時における栄養・食生活
支援活動に関する協定 」を締結（令和5年3月28日）
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災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定

8

協定の内容

静岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人静岡県栄養士会（以下「乙」と
いう。）とは、災害時における栄養・食生活支援活動に関し、次のとおり協定を
締結する。

○協定の総則
・ 災害救助法及び静岡県地域防災計画に基づき、県が行う栄養・食生活支援活動に対する栄養士会の協
力について必要な事項を定める。

○協力の要請
・ 県は、災害時において栄養・食生活支援活動に必要がある場合は、栄養士会に対し、管理栄養士等の派
遣について協力を要請する。
・ 栄養士会が行う管理栄養士等の派遣にあっては、JDA-DATとの調整を含む。

○管理栄養士等が行う栄養・食生活支援活動
・ 被災者への巡回栄養・食生活相談
・ 避難所の食事状況調査や啓発活動
・ 特殊栄養食品（アレルギー児用粉ミルク、高齢者用食品、病者用食品等）の提供に係る支援

○訓練
・ 県は、県の防災訓練、研修会等に栄養士会の参加を要請することができる。

○体制の整備
・ 栄養士会は会員の人材育成に努め、派遣体制の整備と県との連携体制の強化に努める。



JDA-DAT要請及び派遣のフロー

被災市町

日本栄養士会
（JDAｰDAT）

県災害対策本部

健康福祉部 健康支援班
健康支援チーム

静岡県栄養士会
(静栄DAT)

他都道府県
栄養士会

⑨派遣情報

⑦出動要請・調整

⑧チーム派遣

県災害対策方面本部

健康福祉班健康
支援チーム

④チーム派遣

①要請

③派遣要請

②要請

⑤派遣情報
⑨’

⑨’’
⑤’派遣情報

⑨’’’
⑤’’派遣情報

厚生労働省

派遣要請

派遣要請

※ 行政栄養士の派遣はこのフローに含まれない

⑥広域派遣要請
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令和 6年能登半島地震における
自治体派遣（保健師等応援派遣）活動

自治体栄養士の大規模災害発生時の被災地での栄養・食生活支援活動は大きく
２つ

●保健師等応援派遣
目 的：避難所等における被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連死の

防止
活動内容：被災者の健康相談、健康管理及び避難所等の衛生対策等
構成員：都道府県及び当該都道府県内市町村の、保健師及びその他の専門職、

業務調整員（＝「保健師等」）

●DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）の応援派遣
目 的：防ぎ得た死と二次健康被害を最小化すること、（被災地が）できる限り

早く通常の生活を取り戻すこと
活動内容：被災都道府県庁の保健医療福祉調整本部及び保健所（市町村支

援を含む）における指揮調整（マネジメント）機能の支援
構成員：都道府県及び保健所設置市区に所属する公衆衛生医師や歯科医師、

保健師、薬剤師、獣医師、管理栄養士、臨床検査技師等公衆衛生分野
の専門職及び業務調整員から５名程度で構成
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令和 6年能登半島地震における
自治体派遣（保健師等応援派遣）活動

１月１日(火)16:10頃 石川県能登地方 最大震度７

１月３日(水) 厚労省応援派遣照会（1/6～2/29の派遣）

１月６日(土)～静岡県保健師等派遣(Ａチーム)

１月14日(日) 厚労省応援派遣照会（第３回）（1/17～3/31の派遣）

※チーム構成の想定に「管理栄養士１名」

１月27日(土) 厚労省から回答➢管理栄養士含むＢチームは白山市

１月28日(日) 石川県から連絡

➢管理栄養士は穴水町で活動してほしい

１月31日(水)～ 穴水町へ管理栄養士派遣（Ａチーム６～11班）

２月29日(木) 静岡県の穴水町派遣終了（他自治体へ引継ぎ）

３月1日（金)～ 白山市へ管理栄養士派遣（Ｂチーム７～12班）

３月31日(日) 静岡県の白山市派遣終了



令和６年能登半島地震における自治体派遣活動
～静岡県保健師等支援チーム～

静岡県中部健康福祉センター健康増進課　平塚歩実
1

R6.6.1　静岡県栄養士会定期総会・講演会

石川県鳳珠郡穴水町（ほうすぐんあなみずまち）

人口 7,574人
65歳以上人口 3,707人（48.9％）
０歳から４歳人口 146人
外国人住民 130人
世帯数 3,635世帯（R5.1.1 現在）

静岡県管理栄養士の穴水町への派遣

１/１(月)16:10頃　石川県能登地方 最大震度７

１/３(水)　　厚労省応援派遣照会

１/６(土)～　静岡県保健師等派遣(Aチーム)

１/14(日)　　厚労省応援派遣照会（第３回）

　　　　　　　（チーム構成の想定に「管理栄養士１名」）

１/27(土)　　厚労省回答➢管理栄養士含むBチームは白山市

１/28(日)　　石川県から連絡

　　　　　　　➢６～11班の管理栄養士は穴水町のAチームで活動
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班 期間 派遣栄養士 メンバー

６ 1/31～2/5 静岡県中部健康福祉センター　平塚歩実
保健師２
調整員１
運転手１

管理栄養士１

※県・市町
合同チーム

７ 2/5～2/10 静岡県西部健康福祉センター　辻井博美

８ 2/10～2/15 静岡県健康福祉部健康増進課　日置朝子

９ 2/15～2/20 静岡県健康福祉部介護保険課　仲田早織

10 2/20～2/25 静岡県熱海健康福祉センター　川﨑七海

11 2/25～3/1 牧之原市健康推進課　鈴木悠太郎　　



穴水町における活動①

1/31～　穴水町管理栄養士(２人(子育て健康課・住民福祉課)）の
　　　　活動支援
　　　　避難所巡回・アセスメント（2/3で１回目が８割終了）
2/3～　 自衛隊炊き出しの献立・食材確認
　　　　➢自衛隊炊き出し(３拠点)は3/2に終了
2/7～　 能登北部保健福祉センター管理栄養士主催栄養連絡会
　　　　穴水町 食事に関する避難所関係部門会議への町栄養士の
　　　　出席に向けた調整
2/10～　要配慮者支援に関し、JDA-DATの派遣依頼を検討
　　　　➢3/1～3/20　JDA-DAT派遣

　
3

１クール５泊６日　現地4.5日　計６班
兵庫県管理栄養士と活動

一部の期間はDHEAT管理栄養士とも活動

穴水町における活動②
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2/11～　町より配食センター設立準備への協力依頼
　　　　（在庫物資を活用した献立作成等(後方支援で栄養計算)）
2/15～　個票から栄養情報の拾い上げ（食事情報不十分、項目追加）
　　　　➢要配慮者や栄養課題の抽出
2/20～　 石川県行政管理栄養士連絡会参加
　　　　（本庁・保健福祉センター、派遣自治体栄養士　週１回～）
2/22～　被災高齢者等把握事業（社協全戸訪問）の項目に追加要望
　　　　（食事回数の変化・嚥下機能等のお口の状態）
2/27～　セントラルキッチンによる配食開始
　　　　衛生管理の徹底、調理従事者との連携

　

被災者の健康支援

　３月以降（兵庫県）は町の通常業務再開への支援も実施されました

＋ 食の環境整備



避難所の栄養管理
①１日３食提供か。要配慮者に対応できているか。
　➢避難所代表者への聴き取り、他職種やD24Hからの情報収集

②ガス・水道・電気は使用できるか。
③食事は何がどのように提供されているか。
　➢配給、弁当、炊き出し(自衛隊、ボランティア、自炊など)

④衛生管理に問題はないか。

　・たんぱく源、野菜・果物、牛乳・乳製品の不足
　・在庫過多の物など支援物資のミスマッチ
　　➢種類の増加を要望、レシピ配布、配食センターでの物資活用

　・塩分過多(カップ麺)、糖分過多(ジュース、スポーツ飲料、お菓子)

　　➢支援物資の上手な選び方の情報提供や注意喚起

　・炊き出しを担う方の疲弊

　　➢自衛隊炊き出しの公平性検討、配食センター事業
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課

題

要配慮者の栄養管理 ➢避難所や個別訪問の情報から、必要な方を抽出

6

避難所食事状況調査票（アセスメントシート）

6



セントラルキッチン（R6.2.27～）

7

～被災地に「食」と「職」を生み出す～

・避難所での避難を継続せざるを得ない方が一定数残る。
・今後、炊き出しボランティアの撤退が予測される。
・野菜不足、たんぱく質不足、食塩摂取量過剰等の栄養バランス
　に課題がある。
・店舗の倒壊等により、営業できなくなった飲食店関係者がいる。

・穴水町が内閣府と協力して設置
・穴水町管理栄養士が栄養バランスを配慮した献立作成
（支援物資も有効活用、毎夕食150食程度）
・能登北部保健福祉センターと連携した衛生管理
・町が地元飲食店組合に委託、被災した飲食店の雇用創出
・ボランティアの炊き出しが行き届きにくい小規模避難所にも
　食事を届け、避難所間の格差を是正

町の健康課題　
　　　に対応！

支援活動を通して

8

・地域のつながり、地域特性
・多職種連携
・地理的条件の厳しさ
・水道が復旧しない中での食支援
・デジタル化

・平常時の備え
　 ➢県・健康福祉センター・市町の３層で！（アクションカード作成）　

　　 危機管理部門との共通認識、住民・地域リーダーへの啓発、
　　 給食施設の把握、栄養士会との連携
　 ➢アセスメントや栄養相談の様式・避難者への提供資料の確認
　 ➢受援体制の整備、シミュレーション
・課題を見つける力、課題解決のために提案・発信・実行する力

被災地のために、「いつか」のために。できることを考えていきましょう
被災地の復興をお祈りしています

「いつも」からの連携が
「いつか」のための備えになる



令和６年能登半島地震における
自治体派遣活動

～静岡県保健師等支援チーム～
白山市（はくさんし） 

静岡県東部健康福祉センター健康増進課

赤堀　摩弥

R6.6.1　静岡県栄養士会定期総会・講演会

　

　

　

　

　

R5.12.31現在

人口 112,652人

65歳以上人口  32,294人（28.7％）

０歳から４歳人口   4,287人

外国人住民数   1,799人

世帯数  46,331世帯

＜白山市の概要＞



白山市の被害状況①

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/0508siryou.pdf
第49回災害対策本部員会議資料より

白山市の被害状況②



県全域で被害があるが奥能登が特に甚大。集団避難で白山市に
も多数の方が避難。受入れの白山市の負担が急激に増大したた
め、保健師等の派遣を要請。

静岡県と鹿児島市の２チームが派遣（派遣期間：２～３月）。

鹿児島市チームが松任総合運動公園体育館（1.5次避難所）を、
静岡県チームはビジネスホテル・旅館・コテージ・民泊（２次避難
所）を担当。

松任総合運動公園体育館には当初100名弱が避難。運動公園
の食事はコンビニ、助六寿司、炊き出しなど。⇒栄養士がメン
バーにいる鹿児島市チームが担当（隔回で栄養士）

２次避難所は、20～28施設、１施設２～29人が避難。拠点とな
る石川中央保健福祉センター（石川中央保健所）から、車で１時
間以上かかる施設も。

白山市の避難者の受入れ状況

1.5次避難所と２次避難所

1.5次避難所

• 介護が必要な方や障害をお持ちの方など
• 健康状態に応じて高齢者施設等へ案内

（松任総合運動公園体育館へは、輪島市の孤
立集落などから集団避難）

２次避難所

• ホテル・旅館・民泊での自立した生活が可
能な方、家族の介助により生活が可能な方

• 自宅や仮設住宅等への入居までの間、一時
的に、被災地の避難所から金沢市以南のホ
テル・旅館等に避難



石川県HP:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/saigai/iichijiteki-hinanshisetsu.html

松任駅

石川中央保健福祉センター
（石川中央保健所）

一里野地区

鶴来地区

松任地区

瀨女地区

白峰地区



白山市への派遣状況

班 期間 派遣栄養士 メンバー
１ 1/31～2/5

（穴水町へ派遣）
保健師４人、

ロジスティクス１
人

２ 2/5～2/10

３ 2/10～2/15

４ 2/15～2/20

５ 2/20～2/25

６ 2/25～3/1

７ 3/1～3/6 伊豆の国市　鈴木有貴子

保健師３人、
管理栄養士１人、
ロジスティクス１

人

８ 3/6～3/11 御前崎市　　河原崎裕香

９ 3/11～3/16 伊東市　　向井弘美

10 3/16～3/21 静岡県東部健康福祉センター　赤堀摩弥

11 3/21～3/26 静岡県中部健康福祉センター　櫻井真汐

12 3/26～3/31 東伊豆町　　稲葉由美

白山市２次避難所への避難者数



１クール５泊６日　現地4.5日　計12班
（７班から管理栄養士が派遣）

２次避難所避難者の把握・健康支援

白山市における活動状況（2/1～3/31）

2/1～ 全数訪問、必要に応じて白山市包括支援センター、石川中央保
健所に連絡

2/11～ 支援が必要な人が多い施設訪問、場合によっては、JMATと同行
直接市への連絡はしないように変更

2/16～ 会えてない人を優先的に訪問し、要配慮者の振り分けを実施。
訪問者に、運動や口腔ケアについて個別に健康教育を実施。
必要に応じて、JMATやDPATに引き継ぎ。

2/21～ 要フォロー・経過観察者の健康観察、退居先確認

3/1～ （JMATが週１回に縮小）

3/6～ ストレスチェックを訪問者全員に実施

3/12～ （JMATの活動は「要請への対応」へ縮小）

3/29～31 石川中央保健所保健師に引継ぎ、派遣終了

安全に任務を行う

時間外はなるべく
やらない

白山市における栄養士の活動状況（3/1～3/31）

概　　　　　要
石川県行政管理
栄養士連絡会

3/2～ 管理栄養士も保健師に同行し訪問開始

毎週火曜に
実施

（石川県健
康推進課、
能登北部HC、
能登中部HC、
厚労省、派
遣自治体）

3/5
3/12

3/19（終）

3/5 石川中央保健所栄養士と相談し、栄養士相談記録票様式・栄
養指導方針の確認

個の支援を中心に、栄養士の支援体制の整備

3月中旬 （２次避難所が３月末で閉鎖予定⇒６月末まで入居可に延長）

3/19 石川中央保健所栄養士と意見交換、２次避難所の食事提供状
況について、分かる範囲で引継書に記載

長期化に伴い、食環境整備の視点も重要視

3/22～ 体重計購入、４月以降も継続受入をする施設を中心に避難者
や施設の方に食環境について聞き取り、白山市からメイバラ
ンスの提供を受け避難者へ配布

生活習慣病の悪化対策に加え、避難生活の長期化による
フレイル対策

要支援者として挙げる者
①医療につながっていない人
②行政支援につながっていない人



施設の対応等 食事提供状況

オーナーの拒否感があるため、避難者個人に電話にて状況
を聞き取り

不明

ビジネスホテル。食事の受け取りの際に声がけをしてくれ、
避難者のことをよく見てくれている。

朝：バイキング、昼夕：弁当
日曜）朝：弁当、夕：ﾚｽﾄﾗﾝ

ビジネスホテル ３食　弁当

オーナーより、従業員が少なく支援チームの対応にも疲弊
しているとの訴えあり。（３月末まで受入れ）

不明

戸建てロッジ。本人に電話確認して訪問。宿への連絡は不
要。

自炊

初期に支援者が頻繁に訪問したことから、訪問不可となっ
た。入居者からの希望があれば訪問可。

朝夕：宿の食事提供
昼：弁当

オーナー好意的（３月末まで受入れ）
朝夕：宿の食事提供
昼：弁当（毎日同じ）

オーナー好意的 ３食　宿の食事提供

フロントで入居者名簿を提供。月水金２階大広間で11時～
ラジオ体操実施。宿で、避難者に宿内のお手伝い等の募集
をしてくれている。

３食　宿の食事提供、おかゆ
対応あり。
塩分が多い。と被災者

犬と一緒に居室に避難 不明

施設の状況例



課題・感想など①
• 天候で活動が制限された。（降雪時に行けない避難所があった。）

• 施設に入所する際には、県に登録され避難者リストが作成されるが、
渡されるデータに載っていない避難者もいた。

• ２次避難所を移る際に情報が引き継がれないため、毎回、同じこと
を聞かれることにうんざりしている避難者もいた。

• 地元と避難先のギャップ、知り合いが周りにいない、地元から遠く
離れていることで置いて行かれるのではないかという不安は、二次
避難所生活特有。

• ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）が何チームか入っていたが、
当初連携がとれておらず、連日支援者が訪問、ということもあった。

• 宿泊施設側にもストレス、疲労が多いようだった。（支援者が入れ
替わり立ち替わり来る、避難者とのトラブル、業務量の増加など）　

• 施設数が多いこと、宿泊施設であることから、避難者にとって必要
だと思われることでも施設で対応できないことがあった。（集団指
導の実施、血圧計の設置等）

課題・感想など②
• 避難所が点在し、またアクセスが良くない施設も多いため、訪問を
頻回にできない場合があった。（要フォロー者だけでなく、高齢者
でこまめな声かけがあればいい方への対応ができない）

• 1.5次避難所に比べ、プライバシーは守られるが、情報も支援も入
りにくい。また、個室のため、特に高齢者は孤立しやすい。

• 施設によって環境、支援者の受入れ状況が大きく異なり、一律の対
応は難しかった。

• 金沢方面での宿代わりに使っている人もいた。（ほぼ自宅で生活）

• 石川中央保健所が活動の窓口である一方、避難者の受入先は白山市
であり、こちらが依頼した内容がうまく伝わらず、何回かやりとり
を要することもあった。

• 引継ぎを十分に行うことが難しかった。（後の班では、Ｄ24Ｈに入
力されている情報を確認しなかった等）



• 避難生活が長期化する中で、特に高齢者の低栄養、フレイルのリス
クは高まっていく。当初、要フォローとならなかったけれども、状
態が少しずつ悪くなってくる方も。

• ３月末の派遣の終了に向けてのロードマップは必要なかったか？
（求められなかった）基本的に石川中央保健所職員の指示に従って
活動していたが、こちらから提案していくべきだったか？

• 「通常の生活へ戻す」ことを目指しているが、通常から生活習慣等
の悪い人はどこがゴールなのか悩んだ。

課題・感想など③

課題・感想など④（栄養・食生活）
• 保健師と同行することで、学ぶことが多かった。一方で、栄養士
チームとして動くことができる時間があると良かった。

• 石川県行政管理栄養士連絡会への出席及びその前後しか、石川中
央保健所栄養士と話をする機会が持てなかった。白山市栄養士も
含め、情報交換等の場を設けられると良かった。

• R6.2.27付け石川県からの事務連絡で、被災した３市３町には「避
難所における食事の提供に係る適切な栄養管理の実施について」
の通知が発出されたが、２次避難所受入れ自治体には出ておらず、
２次避難所の食事についての指針がなかった。

ただし、石川中央保健所栄養士は通常業務に加え、被災地保健所への
応援にも行っており、負担は非常に多いようだった。白山市栄養士も
同様。他のやらなければいけない課題や、通常業務も山積している中
で、栄養士でない方々に改善を求めていくことがどこまでできるのか。

国で示している避難所における栄養の参照量は把握しておく。



• 食事を選ぶことができない避難者が多い。自分で対応できることは
限られている。受け入れてくれている宿への要望は言いにくい。

• 食に関する要望は、避難者からは出てこないことも多い（「野菜
ジュースが飲みたい」など）と考えられるため、栄養・食生活に関
するアセスメントは行う必要がある。

• ２次避難所にいる避難者が受けられるサービスや食事に関わる物資
の流れを把握していなかった。⇒最後の引継ぎ時に、「物資は、施
設から市の観光課に要望する。」ことが判明！

課題・感想など⑤（栄養・食生活）

栄養アセスメントには体重計！

平時から、自分の自治体の物資の流れや委託契約内容をできるだけ把
握しておく。

アレルギー、高齢者、健康等に配慮した弁当を提供できる業者を把握、
連携しておく。

栄養士は少人数配置で、発災時にどこまで他課との連携や受援体制の
整備に関わることができるか。

２次避難所開設する場合の心構え（私見）
• 施設数が少ない（１か所の避難者が多い）、又は、１地区でまと
まっていると訪問しやすい。

• 避難生活の長期化を想定しておく。（アセスメントの視点も変わる）

• ２次避難所を募集する際、集団指導の実施、血圧計の設置等を条
件に入れられるとすごくいい。

• 環境整備のために、血圧計・体重計の配布、参考にできる献立表
の配布、取組の好事例の提示（お手伝い募集、ラジオ体操等）な
どできるといい。宿泊施設側のストレス、疲労防止にもつながる。

• 被災地域でなくても、健康支援に入るチームの調整機能を持つ部
署を考えておく。

• 動物と一緒に泊まれる宿を、平時から把握しておくといい。（散
歩もしており、健康的）

• Ｄ24Ｈ（災害時保健医療福祉活動情報支援システム）など、全国
で使用しているシステムは平時から積極的に使っておく。
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